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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者の重心位置の加速度を示す重心加速度を計測する計測部と、
　前記対象者の臀部と接触する接触面において、前記臀部が接触しているかどうかを検出
する検出部と、
　前記重心加速度の変動における第１の極値と前記第１の極値の次に現れる第２の極値と
が出現するタイミングで前記臀部が前記接触面に接触しているかどうかに基づいて、前記
対象者の起立能力を判定する判定部とを具備する起立支援装置。
【請求項２】
　前記重心加速度は、前記重心位置における鉛直方向の加速度を示すものであって、前記
鉛直方向の上向きを正とした場合、前記第１の極値は、前記重心加速度の変動における極
大値であり、前記第２の極値は、前記重心加速度の変動における極小値である、請求項１
に記載の起立支援装置。
【請求項３】
　前記重心加速度は、前記重心位置における加速度の大きさを示すものであって、鉛直方
向の上向きを正とした場合、前記第１の極値および前記第２の極値は、前記重心加速度の
変動における極大値である、請求項１に記載の起立支援装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記起立能力を、起立が可能である第１レベル、起立が不可能である第
３レベル、および前記第１レベルと前記第３レベルとの中間である第２レベルに分ける、
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請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の起立支援装置。
【請求項５】
　前記判定部は、前記第１の極値が出現する第１タイミングで前記臀部が前記接触面に接
触していなければ前記第１レベルと判定し、前記第１タイミングで前記臀部が前記接触面
に接触しかつ前記第２の極値が出現する第２タイミングで前記臀部が前記接触面に接触し
ていなければ前記第２レベルと判定し、前記第１タイミングおよび前記第２タイミングの
両方で前記臀部が前記接触面に接触していれば前記第３レベルと判定する、請求項４に記
載の起立支援装置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記起立能力を、起立が可能である第１レベル、前記第１レベルでの起
立時間よりも遅いが起立が可能である第２レベル、前記臀部を前記接触面から離床できる
が起立が不可能である第３レベル、および起立が不可能である第４レベルに分ける、請求
項１から請求項３のいずれか１項に記載の起立支援装置。
【請求項７】
　前記判定部は、前記第１の極値が出現する第１タイミングで前記臀部が前記接触面に接
触していなければ前記第１レベルと判定し、前記第１タイミングで前記臀部が前記接触面
に接触しかつ前記第２の極値が出現する第２タイミングで前記臀部が前記接触面に接触し
ておらず、一定時間内に前記臀部が再び前記接触面に接触しなければ前記第２レベルと判
定し、前記第１タイミングで前記臀部が前記接触面に接触しかつ前記第２タイミングで前
記臀部が前記接触面に接触しておらず、前記一定時間内に前記臀部が再び前記接触面に接
触すれば前記第３レベルと判定し、前記第１タイミングおよび前記第２タイミングの両方
で前記臀部が前記接触面に接触していれば前記第４レベルと判定する、請求項６に記載の
起立支援装置。
【請求項８】
　前記対象者の前記起立能力に関する情報を出力する出力部をさらに具備する、請求項１
から請求項７のいずれか１項に記載の起立支援装置。
【請求項９】
　前記起立能力のレベルに応じた出力で前記対象者の起立動作を補助するアシスト出力部
をさらに具備する、請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の起立支援装置。
【請求項１０】
　前記アシスト出力部は、前記起立能力が低いほど前記出力を大きくする、請求項９に記
載の起立支援装置。
【請求項１１】
　前記アシスト出力部は、モーターを備えるものであって、
　前記出力の大きさは、前記モーターのトルクの大きさである、請求項１０に記載の起立
支援装置。
【請求項１２】
　対象者の重心位置の加速度を示す重心加速度の変動のタイミングで前記対象者が接触面
に接触しているかどうかに基づいて、前記対象者の起立能力を判定する判定部を具備する
起立支援装置。
【請求項１３】
　対象者の重心位置の加速度を示す重心加速度を計測し、
　前記対象者の臀部と接触する接触面において、前記臀部が接触しているかどうかを検出
し、
　前記重心加速度の変動における第１の極値と前記第１の極値の次に現れる第２の極値と
が出現するタイミングで前記臀部が前記接触面に接触しているかどうかに基づいて、前記
対象者の起立能力を判定する起立支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の実施形態は、起立支援装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　筋力の低下や疾患などによって起立などの身体動作を自力で行うのが困難な人には、何
らかの補助（アシスト）が必要となる。例えば、起立動作に対してアシストする手法とし
ては、椅子の座面に荷重センサが組み込まれ、使用者が立ち上がろうと前方に移動したと
き、立ち上がりを補助するように座面を前上方へ持ち上げるように制御する手法がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１５４９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述の手法では、移動開始を検知してはいるが、使用者が立ち上がれるかどう
かの判定は行なっておらず、また持ち上げる力は使用者の筋力に応じて自動的に調整され
るわけではない。そのため、本人が持つ筋力やバランス力などを含む身体能力（以下、起
立能力という）がどの程度であるかに関わらず、常に同じパワーで持ち上げを行うので、
身体能力が現状よりも低下しないように、残存している起立能力を生かすようなアシスト
を行うことは考慮されていない。
【０００５】
　本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、起立能力に応じてアシ
ストを行うことができる起立支援装置および方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係る起立支援装置は、計測部と、検出部と、判定部とを含む。計
測部は、測定対象者の重心位置の加速度を示す重心加速度を計測する。検出部は、前記測
定対象者の臀部と接触する接触面において、該臀部が接触しているかどうかを検出する。
判定部は、前記重心加速度の変動における第１の極値と該第１の極値の次に現れる第２の
極値とが出現するタイミングで前記臀部が前記接触面に接触しているかどうかに基づいて
、該測定対象者の起立能力を判定する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係る起立支援装置を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態に係る起立能力判定部の動作を示すフローチャート。
【図３】測定対象者の起立動作における全床反力および座面床反力の変動の第１例を示す
図。
【図４】測定対象者の起立動作における全床反力および座面床反力の変動の第２例を示す
図。
【図５】第１の実施形態の変形例に係る起立能力判定部の判定処理を示す図。
【図６】第１の実施形態の変形例に係る起立動作における全床反力および座面床反力の変
動の第１例を示す図。
【図７】第１の実施形態の変形例に係る起立動作における全床反力および座面床反力の変
動の第２例を示す図。
【図８】加速度の大きさに基づいて起立能力を判定する一例を示す図。
【図９】第２の実施形態に係る起立支援装置を示すブロック図。
【図１０】第２の実施形態に係る起立支援装置の利用例を示す図。
【図１１】アシスト出力部の別例を示す図。
【図１２】第２の実施形態に係る起立支援装置の動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
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【０００８】
　以下、図面を参照しながら本開示の一実施形態に係る起立支援装置および方法について
詳細に説明する。なお、以下の実施形態では、同一の番号を付した部分については同様の
動作を行なうものとして、重ねての説明を省略する。　
　（第１の実施形態）　
　第１の実施形態に係る起立支援装置について図１のブロック図を参照して説明する。　
　第１の実施形態に係る起立支援装置１００は、重心加速度計測部１０１、接触検出部１
０２、起立能力判定部１０３および出力部１０４を含む。
【０００９】
　重心加速度計測部１０１は、測定対象者の重心加速度を検出する。測定対象者は、例え
ば、起立などの身体動作を自力で行えない人や、リハビリテーション目的などで装置を利
用するような人である。重心加速度は、測定対象者の全身における重心位置での加速度を
示すものであり、例えば、重心位置での鉛直方向の加速度である。重心加速度は、例えば
、加速度センサ、画像、モーションキャプチャ、力センサ、重量計により計測すればよい
。　
　重心加速度の具体的な算出方法としては、加速度センサであれば、測定対象者の体幹付
近に装着し、加速度を測定するとともに、地磁気センサなどで鉛直方向を判定することで
重心加速度を算出できる。また、画像またはモーションキャプチャであれば、関節の位置
から重心位置を算出することで、重心加速度を算出できる。重量計の場合は、加速度は床
反力と比例関係を有するので、この比例関係を用いて重心加速度を得ることができる。本
実施形態では、測定対象者の荷重を支える床面に重量計（以下、床面重量計と呼ぶ）を組
み込む場合を想定する。本実施形態においては、床面重量計から得られた全床反力を重心
加速度に相当する量として用いる。
【００１０】
　接触検出部１０２は、測定対象者の臀部と接触する接触面において、臀部が接触してい
るかどうかを検出し、接触状態を得る。接触面は、例えば、椅子に着座するときの座面で
ある。本実施形態では、椅子から起立する場合を想定し、椅子の座面に重量計（以下、座
面重量計と呼ぶ）を組み込むが、これに限らず、測定対象者が床に着座する場合であって
も、臀部と床の接触面に重量計を組み込めば同様に測定できる。臀部が接触面と接触して
いるかどうかは、座面と臀部とが接触していないときを０ｋｇｆとし、０ｋｇｆより大き
い値であれば接触していると判定すればよい。また、座面重量計から得られる接触状態を
座面床反力とも呼ぶ。座面床反力の値としては、座面重量計から得られる重量値でもよい
し、接触しているかどうかを２値で表すような値でもよい。
【００１１】
　なお、臀部が接触しているかどうかは、重量計に限らず、例えば、接触センサ、画像、
モーションキャプチャ、温度センサ、ひずみセンサ、赤外線センサ、レーザー距離計の少
なくともいずれか１つを用いればよい。具体的には、接触センサであれば、センサ１個を
用いた場合は任意の場所での接触および非接触の検出のみ可能であるが、複数個用いるこ
とにより、部分的な接触など状況をより詳しく把握できる。画像、モーションキャプチャ
、赤外線センサであれば、臀部と座面を検出し、両者の距離により接触および非接触を検
出すればよい。温度センサであれば、センサを座面に配置しておき、温度が閾値以上であ
るときに接触していると判定すればよい。ひずみセンサであれば、センサを座面に配置し
ておき、ひずみが閾値以上であるときに接触していると判定すればよい。レーザー距離計
であれば、座面と臀部とが接触しているときに、臀部とセンサとの距離を計測できるよう
にレーザー距離計を配置し、臀部が浮いたときの距離の変化を検出すればよい。
【００１２】
　起立能力判定部１０３は、重心加速度計測部１０１から重心加速度を、接触検出部１０
２から接触状態をそれぞれ受け取る。起立能力判定部１０３は、重心加速度の変動におけ
る第１の極値と第１の極値の次に現れる第２の極値とが出現するタイミングで臀部が接触
面に接触しているかどうかに基づいて、測定対象者が持つ筋力やバランス力などを含む起
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立動作における身体能力である起立能力を判定する。本実施形態では、第１の極値は、鉛
直方向の上向きを正とした場合、全床反力（重心加速度）の変動における極大値であり、
第２の極値は、全床反力（重心加速度）の変動における極小値である。また、本実施形態
における判定能力の判定は、全床反力と座面床反力とに基づいて起立能力のレベルを３段
階以上に判定する。なお、以下では、起立能力のレベルの数値が低いほど測定対象者自身
の起立能力は高く、起立能力のレベルの数値が高いほど測定対象者自身の起立能力は低い
とする。　
　出力部１０４は、起立能力判定部１０３から判定結果を受け取り、判定結果を外部に出
力する。出力部１０４は、測定対象者に対して判定結果を出力するもので、例えば表示に
より出力するディスプレイである。判定結果は測定対象者の起立能力を示すデータであり
、例えばレベルの数値、レベルの数値に基づいた起立能力を示す指標等である。なお、出
力部１０４は、起立能力を示すデータに加えて、重心加速度のデータ（時間履歴）を出力
してもよい。
【００１３】
　次に、起立能力判定部１０３の判定処理について図２のフローチャートを参照して説明
する。起立能力判定部１０３が判定を行うタイミングとしては、一定のサンプリング間隔
で重心加速度計測部１０１から全床反力の時系列データを、接触検出部１０２から座面床
反力の時系列データをそれぞれ取得し続けて判定処理を連続して行なってもよいが、消費
電力の観点から、利用者がボタンを押下したときから判定処理を行なうようにしてもよい
し、全床反力または座面床反力が閾値以上変化した時点から判定処理を行なうようにして
もよい。
【００１４】
　ステップＳ２０１では、判定処理を開始してから一定時間の間に、全床反力の極大値が
存在するかどうかを判定する。極大値が存在するかどうかは、例えば、測定対象者が起立
しようとしたときの全床反力の変動がノイズに埋もれず、ノイズと切り分けて計測できれ
ばよい。一定時間の間に極大値が存在すればステップＳ２０２へ進み、一定時間の間に極
大値が存在しなければステップＳ２０５へ進む。
【００１５】
　ステップＳ２０２では、全床反力が極大値をとるタイミング（第１タイミングともいう
）で臀部が座面に接触したかどうかを判定する。臀部が座面に接触した場合はステップＳ
２０４に進み、臀部が座面に接触していない場合はステップＳ２０３に進む。
【００１６】
　ステップＳ２０３では、測定対象者が一人で起立できることを示すので、起立能力を「
起立可能（レベル１）」と判定する。
【００１７】
　ステップＳ２０４では、全床反力が極小値をとるタイミング（第２タイミングともいう
）で臀部が座面に接触したかどうかを判定する。臀部が座面に接触した場合はステップＳ
２０５に進み、臀部が座面に接触していない場合はステップＳ２０６に進む。
【００１８】
　ステップＳ２０５では、測定対象者が一人で起立できないことを示すので、起立能力を
「起立不可能（レベル３）」と判定する。
【００１９】
　ステップＳ２０６では、一度は座面から臀部を浮かせることができたことを示し、起立
可能と起立不可能との中間程度の起立能力があると考えられるので、起立能力を「中間レ
ベル（レベル２）」と判定する。以上で起立能力判定部１０３の判定処理を終了する。　
　なお、全床反力の極大値および極小値を判定しにくい場合は、移動平均またはフィルタ
を用いて平滑化することによりノイズを除去したのちに極大値および極小値を判定すれば
よい。または、ノイズ成分以上の変化が観測される場合に極大値および極小値を判定する
などの方法を用いてもよい。
【００２０】
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　次に、起立能力判定部１０３の具体的な処理について図３および図４を参照して説明す
る。　
　図３は、測定対象者が起立した場合の全床反力および座面床反力の変動を時系列で示し
た図である。縦軸の左側が重心加速度［ｍｍ／ｓ２］を、縦軸の右側が荷重［ｋｇｆ］、
横軸が時間［ｓ］をそれぞれ示す。また、上のグラフ３０１が全床反力の時系列データで
あり、下のグラフ３０２が座面床反力の時系列データである。
【００２１】
　また、図３中の「起立開始」とは、利用者がボタンを押下したタイミングか、または、
起立開始時に測定対象者が反動をつけるため、一度体を縮め込むことで現れる重心加速度
の減少を検出したタイミングを示す。なお、重心加速度の減少の検出方法としては、例え
ば、ノイズ成分以上の重心加速度の変動であり、かつ極大値または極小値を判定する閾値
以下となる重心加速度の変動を検出すればよい。
【００２２】
　また、起立能力判定部１０３は、上述した「起立開始」以降のタイミングにおいて、全
床反力の極大値および極小値を検出する。
【００２３】
　図３では、Ａ点が極大値を表し、極大値ＡをとるタイミングをＴａとする。極大値Ａを
取った後、人の動作としては身体の動きを止めるように加速度が働くため、極小値となる
値を得る。図３では、Ｂ点が極小値を表し、極小値ＢをとるタイミングをＴｂとする。
【００２４】
　測定対象者の起立能力が十分であり、健常者のように困難無く起立できる場合は、タイ
ミングＴａおよびタイミングＴｂにおいて、共に座面床反力３０２の値がゼロとなる。す
なわち、座面から測定対象者の臀部が離れていることを示すので、測定対象者が起立でき
たと判定し、「起立可能（レベル１）」と判定する。
【００２５】
　図４は、測定対象者が起立不可能である場合の全床反力および座面床反力の変動を時系
列で示した図である。　
　図４に示すように、全床反力が極大値をとるタイミングＴａおよび全床反力が極小値を
とるタイミングＴｂの両方で、座面床反力がゼロとならない。すなわち、座面から測定対
象者の臀部が離れていない（座ったまま）か、起立しようとしたときに測定されるはずの
極大値がノイズに埋もれる程度しか計測できなかったと想定されるので、この場合は、測
定対象者は起立不可能と判定し、「起立不可能（レベル３）」と判定する。　
　また、中間レベル（レベル２）は、図３および図４のデータ波形のどちらにも属さない
ようなデータ変動を、レベル１およびレベル３以外の状態である中間レベル（レベル２）
と判定すればよい。
【００２６】
　（第１の実施形態の変形例）　
　第１の実施形態の変形例として、上述した中間レベルをさらに詳細に分類してもよい。
　
　第１の実施形態の変形例に係る起立能力判定部１０３の判定処理について、図５のフロ
ーチャートを参照して説明する。ここでは、中間レベルをさらに２段階に分類し、起立能
力のレベルを合計４段階で判定する例を示す。また、ステップＳ２０１からステップＳ２
０５までの処理は、図２と同様であるのでここでの説明を省略する。加えて、便宜上ステ
ップＳ２０５の起立不可能のレベルを「起立不可能（レベル４）」とする。
【００２７】
　ステップＳ５０１では、全床反力が極小値をとるタイミングの時点から一定時間経過後
、測定対象者の臀部が座面に再接触するかどうかを判定する。臀部が座面に再接触する場
合はステップＳ５０２に進み、臀部が座面に再接触しない場合はステップＳ５０３に進む
。なお、ステップＳ５０１における一定時間は、５００ｍｓ以下であることが望ましいが
、これに限らず任意の時間でもよい。
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【００２８】
　ステップＳ５０２では、一度臀部が浮いており、起立できないものの、ある程度の起立
能力を有することを示すので、レベル４よりも起立能力が高い「起立不可能（レベル３）
」と判定する。　
　ステップＳ５０３では、極大値のタイミングでは臀部を浮かせることができないものの
、その後最終的に臀部を浮かせて起立できることを示すので、起立可能（レベル１）より
も起立時間がかかるが起立が可能である「起立可能（レベル２）」と判定する。以上で判
定処理を終了する。
【００２９】
　第１の実施形態の変形例の具体例について図６および図７を参照して説明する。　
　図６は、起立可能（レベル２）である場合の全床反力および座面床反力の変動を時系列
で示した図である。
【００３０】
　図６に示すように、極大値ＡをとるタイミングＴａでは、座面床反力がゼロではないが
、極小値ＢをとるタイミングＴｂでは座面床反力がゼロとなり、その後座面床反力がゼロ
のままである。これは、測定対象者がゆっくりと起立した場合であるので、起立能力が十
分であり勢いよく起立可能である起立可能（レベル１）よりも、起立能力が少ないと考え
られるので、起立可能（レベル２）と判定する。
【００３１】
　次に、図７は、起立不可能（レベル３）である場合の全床反力および座面床反力の変動
を時系列で示した図である。
【００３２】
　図７に示すように、極大値ＡをとるタイミングＴａでは座面床反力がゼロではなく、極
小値ＢをとるタイミングＴｂでは座面床反力がゼロとなり、一定時間経過後、座面床反力
の値が上昇する。これは、測定対象者が一度臀部を浮かすことができたが、その後再び着
座した場合であると考えられるので、起立不可能（レベル４）よりも起立能力は多い起立
不可能（レベル３）と判定する。
【００３３】
　なお、図２から図７までの例では、鉛直方向の上向きを正とした場合を想定し、全床反
力の極大値と極小値とを判定しているが、鉛直方向の下向きを正とした場合でもよい。こ
の場合は、極大値と極小値とが入れ替わるが、同様の判定を行なうことができる。
【００３４】
　また、上述の例では、鉛直方向の重心加速度に基づいて起立能力を判定する例を示すが
、加速度の大きさを用いても同様に起立能力を判定することができる。加速度の大きさは
、Ｘ軸方向の成分（測定対象者の左右方向）、Ｙ軸方向の成分（測定対象者の前後方向）
およびＺ軸方向の成分（鉛直方向）の３成分のベクトルの大きさの和でもよいし、加速度
のＺ軸方向の成分のみの大きさでもよい。なお、加速度の大きさを用いる場合は、第１の
極値と第１の極値の次に現れる第２の極値とが出現するタイミングに基づいて、起立能力
を判定すればよい。なお、第１の極値および第２の極値は、鉛直方向上向きを正とした場
合は両方とも極大値となり、鉛直方向下向きを正とした場合は両方とも極小値となる。　
　加速度の大きさに基づいて起立能力を判定する一例について図８を参照して説明する。
　
　図８は、起立可能（レベル１）と判定される場合の加速度の変位を時系列で示したもの
であり、縦軸が重心加速度、横軸が時間である。グラフ８０１はＺ軸方向の加速度を示す
。グラフ８０２はＹ軸方向の加速度を示す。グラフ８０３は加速度のＸ軸方向、Ｙ軸方向
およびＺ軸方向の３成分のベクトルの大きさを示す。グラフ８０３に示すように、起立動
作においては、加速度のＺ軸方向（鉛直方向）の成分の大きさが支配的なので、３成分の
ベクトルの大きさにも鉛直方向の成分と同様の傾向が現れる。よって、第１の極値として
極値８０４が観測され、その後、第２の極値として極値８０５が観測されれば、測定対象
者が勢いよく起立できたと考えられるので、起立能力を起立可能（レベル１）と判定する
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ことができる。
【００３５】
　以上に示した第１の実施形態によれば、重心加速度の変動に基づいて、測定対象者の起
立能力を判定することにより、測定対象者ごとに詳細な起立能力を判定することができる
。つまり、個人差がある場合や、同一個人でも体調の違いなどにより身体状態が異なる場
合でも、その時々に応じた起立能力を把握することができる。また、重量計などにより重
心加速度を測定すればよいため、機器の利用者が不特定多数であっても、事前の設定を行
う必要がなく利用することができる。
【００３６】
　（第２の実施形態）　
　第２の実施形態では、起立能力の判定結果を用いて測定対象者の起立動作を補助するア
シスト出力部を有する点が異なる。
【００３７】
　第２の実施形態に係る起立支援装置について図９のブロック図を参照して説明する。　
　第２の実施形態に係る起立支援装置９００は、重心加速度計測部１０１、接触検出部１
０２、起立能力判定部１０３およびアシスト出力部９０１を含む。なお、アシスト出力部
９０１以外は第１の実施形態に係る起立支援装置１００の構成と同様であるのでここでの
説明を省略する。
【００３８】
　アシスト出力部９０１は、起立能力判定部１０３から判定結果を受け取り、判定結果に
応じて設定された出力で、測定対象者を補助する。具体的には、起立能力のレベルの数値
が大きいほど補助が必要であることを示すので、起立能力のレベルの数値が大きいほど物
理的に大きな出力を発揮して測定対象者の起立動作を補助する。例えば、アシスト出力部
９０１がモーターを含む場合、起立能力のレベルの数値が大きいほど、モーターのトルク
の大きさを大きくして、物理的に大きな出力を発揮すればよい。具体的な設定方法につい
ては図１２を参照して後述する。
【００３９】
　次に、第２の実施形態に係る起立支援装置の利用例について図１０を参照して説明する
。　
　図１０（ａ）に示す起立支援装置１０００は、アシスト出力部１００１、床１００２お
よび椅子１００３を含む。　
　アシスト出力部１００１は、アーム１００４と把持部１００５とを含み、アーム１００
４に把持部１００５が接続される。判定結果に応じた出力で回動する。床１００２には、
床面重量計が埋設され、全床反力を取得する。椅子１００３には、座面重量計が埋設され
、座面床反力を取得する。　
　図１０（ｂ）に示すように、測定対象者１０５０は、椅子１００３に座っており、椅子
１００３から起立する場合に把持部１００５を利用して起立する場合を想定する。　
　このとき、上述の起立支援装置１００により判定された起立能力の判定結果に対応して
設定された出力で、アーム１００４が支点１００６を基準に矢印方向（反時計回り）に回
動する。測定対象者１０５０は、把持部１００５を把持しているので、アーム１００４が
回動することにより、起立動作に対して補助することができる。　
　なお、アーム１００４を回動させずに、アーム１００４を鉛直方向に上下するように駆
動してもよく、この場合も同様のアシスト効果を得ることができる。
【００４０】
　また、アシスト出力部の別例を図１１に示す。　
　図１１に示すアシスト出力部１１００は、移動部１１０１と把持部１１０２とを含む。
　
　移動部１１０１は、固定手すり１１０３上に配置され、固定手すり１１０３上を移動可
能に設置される。
【００４１】
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　把持部１１０２は、移動部１１０１に接続され、測定対象者が椅子に着座している場合
に、測定対象者の膝関節上付近に位置するように配置される。また、把持部１１０２がｚ
軸方向に支点１１０４を中心に回動することで、省スペースに収納することができる。
【００４２】
　測定対象者が起立動作を行う場合は、例えば固定手すり１１０３がｙ軸に対して平行で
なくｙｚ平面内において傾きをもたせて配置することで移動部１１０１がｙ軸およびｚ軸
方向に移動可能とする。このようにすることで、アシスト出力部１１００は測定対象者の
起立動作を支援することができる。なお、固定手すり１１０３をｙ軸に対して平行に配置
する場合には、移動部１１０１を、ｚ軸方向に移動する機構を設けることでｙ軸およびｚ
軸方向に移動可能となるようにしてもよい。
【００４３】
　なお、図１０に示す起立支援装置１０００は、装置本体から伸びるアームによりアシス
トを行うことを想定しているが、このようなタイプに限らず、床や壁にアシスト出力部を
設置したもの、または移動可能なもの、身体に装着するものなど形態は問わない。また形
状もアームや手すりのような把持部に限らず、身体を支えたり身体を包み込んだりするも
のでもよい。
【００４４】
　次に、第２の実施形態に係る起立支援装置９００について図１２のフローチャートを参
照して説明する。　
　なお、ステップＳ２０１からステップＳ２０５まで、ステップＳ５０１からステップＳ
５０３までは上述の処理と同様であるので説明を省略する。
【００４５】
　ステップＳ１２０１では、ステップＳ２０３において起立可能（レベル１）と判定され
た場合は、起立動作に対してアシストする必要がないので、アシスト出力部９０１がアシ
スト出力をなしとする。
【００４６】
　ステップＳ１２０２では、ステップＳ２０５において起立不可能（レベル４）と判定さ
れた場合は、自力では起立動作を行えないので、アシスト出力部９０１がアシスト出力を
最大に設定する。
【００４７】
　ステップＳ１２０３では、アシスト出力部９０１がアシスト出力を小に設定する。これ
は、極小値のタイミングで測定対象者の臀部が座面に接触している場合は、起立能力は起
立動作に対して十分に残っているとは言えないため、その後起立可能であるか不可能であ
るかにかかわらず、少量の補助を行なったほうが望ましいからである。
【００４８】
　ステップＳ１２０４では、ステップＳ５０３において起立可能（レベル２）と判定され
た場合、アシスト出力部９０１がアシスト出力を小のまま維持する。
【００４９】
　ステップＳ１２０５では、ステップＳ５０２において起立不可能（レベル３）と判定さ
れた場合、アシスト出力部９０１がアシスト出力を中に増加させる。以上で第２の実施形
態に係る起立支援装置９００の動作を終了する。
【００５０】
　なお、判定された起立能力のレベルに対して、通常のアシスト出力よりも出力を少なく
設定してもよい。例えば、ステップＳ１２０４でアシスト出力を小ではなく、アシスト出
力をなしと設定してもよいし、ステップＳ１２０５でアシスト出力を中ではなく、アシス
ト出力を小に設定してもよい。このようにすることで、リハビリテーションなどの目的に
対応させて、測定対象者の起立能力の強化を促すことができる。
【００５１】
　以上に示した第２の実施形態によれば、判定された起立能力に応じて、アシスト出力を
設定することで、測定対象者の起立動作を支援することができる。また、判定された起立
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能力に対応するアシスト出力を少なく設定することで、測定対象者の筋力強化といったリ
ハビリテーション効果を促すことができる。
【００５２】
　なお、上述した実施形態における起立能力の判定は、測定対象者が何も触れずに起立動
作を行なう場合を想定しているが、壁や手すり、肘置きなど他のものに触れながら起立を
行なった場合でも適応することができる。例えば重量計を用いる場合は、測定対象者が体
重をかけると想定される壁や手すりなどにも重量センサを設置し、合計値を重心加速度と
して用いればよい。
【００５３】
　また、必ずしも起立能力を判定してリアルタイムで測定対象者をアシストする必要はな
く、起立能力の判定結果をリハビリテーションの成果指標として用いてもよい。
【００５４】
　上述の実施形態の中で示した処理手順に示された指示は、ソフトウェアであるプログラ
ムに基づいて実行されることが可能である。汎用の計算機システムが、このプログラムを
予め記憶しておき、このプログラムを読み込むことにより、上述した起立支援装置による
効果と同様な効果を得ることも可能である。上述の実施形態で記述された指示は、コンピ
ュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク（フレキシブルディス
ク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±ＲＷ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）Ｄｉｓｃなど）、半
導体メモリ、又はこれに類する記録媒体に記録される。コンピュータまたは組み込みシス
テムが読み取り可能な記録媒体であれば、その記憶形式は何れの形態であってもよい。コ
ンピュータは、この記録媒体からプログラムを読み込み、このプログラムに基づいてプロ
グラムに記述されている指示をＣＰＵで実行させれば、上述した実施形態の起立支援装置
と同様な動作を実現することができる。もちろん、コンピュータがプログラムを取得する
場合又は読み込む場合はネットワークを通じて取得又は読み込んでもよい。　
　また、記録媒体からコンピュータや組み込みシステムにインストールされたプログラム
の指示に基づきコンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）や、デ
ータベース管理ソフト、ネットワーク等のＭＷ（ミドルウェア）等が本実施形態を実現す
るための各処理の一部を実行してもよい。　
　さらに、本実施形態における記録媒体は、コンピュータあるいは組み込みシステムと独
立した媒体に限らず、ＬＡＮやインターネット等により伝達されたプログラムをダウンロ
ードして記憶または一時記憶した記録媒体も含まれる。　
　また、記録媒体は１つに限られず、複数の媒体から本実施形態における処理が実行され
る場合も、本実施形態における記録媒体に含まれ、媒体の構成は何れの構成であってもよ
い。
【００５５】
　なお、本実施形態におけるコンピュータまたは組み込みシステムは、記録媒体に記憶さ
れたプログラムに基づき、本実施形態における各処理を実行するためのものであって、パ
ソコン、マイコン等の１つからなる装置、複数の装置がネットワーク接続されたシステム
等の何れの構成であってもよい。　
　また、本実施形態におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含ま
れる演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本実施形態における機能を実
現することが可能な機器、装置を総称している。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行なうことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
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【符号の説明】
【００５７】
１００，９００，１０００・・・起立支援装置、１０１・・・重心加速度計測部、１０２
・・・接触検出部、１０３・・・起立能力判定部、１０４・・・出力部、３０１，３０２
，８０１，８０２，８０３・・・グラフ、８０４，８０５・・・極値、９０１，１００１
，１１００・・・アシスト出力部、１００２・・・床、１００３・・・椅子、１００４・
・・アーム、１００５，１１０２・・・把持部、１１０３・・・固定手すり、１００６，
１１０４・・・支点、１０５０・・・測定対象者、１１０１・・・移動部。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】
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